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世界の難民の状況

出典：UNHCR global trend 2024、Projected global resettlement needs 2026

アジア・太平洋：720万
• 第三国定住ニーズ

約80万人（2026）
• 第三国定住出国者

18,300人（2024）



難民の受入れ上位国（２０２５年）

出典：UNCHR Data Finder
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• 2018年、増え続ける難民・避難

民への対応として、難民支援の
ための新しい国際的な枠組み
として国連総会にて採択。

• （ア）難民受入国の負担軽減、
（イ）難民の自立支援、（ウ）第
三国での解決策の拡大、（エ）
安全で尊厳のある帰還環境整
備を目指す。

難民グローバルコンパクト



 平成２２年度から、タイの難民キャンプから毎年３０人
程度（家族単位）のミャンマー難民をパイロットケース
として受け入れ、定住を支援する。

閣議了解・難民対策連絡調整会議決定（１２月）平成２０年
（2008年）

平成２２年度

平成２６年度

～

H22（第１陣）タイ第一陣（９月・10月）５世帯２７名
H23（第２陣）タイ第二陣（９月） ４世帯１８名
H24（第３陣）タイ第三陣 来日前に全員辞退（受入れ人数０）
H25（第４陣）タイ第四陣（９月） ４世帯１８名
H26（第５陣）タイ第五陣（９月） ５世帯２３名（2010～2014年度）

平成２６年

 平成２７年度からは本格実施し、マレーシアから毎年３
０人程度（家族単位）のミャンマー難民を受け入れ、定
住を支援する。

 第三国定住によりタイから受け入れたミャンマー難民の
家族の呼び寄せを可能とする。(これ以降、家族呼び寄
せが可能)

閣議了解・難民対策連絡調整会議決定（１月）

平成２７年度

令和元年度

H27（第６陣）マレーシア第一陣（９月） ６世帯１９名
H28（第７陣）マレーシア第二陣（９月） ７世帯１８名
H29（第８陣）マレーシア第三陣（９月） ８世帯２９名
H30（第９陣）マレーシア第四陣（９月） ５世帯２２名
R1 （第10陣）マレーシア第五陣（９月） ６世帯２０名

～

令和元年

 令和２年度からは、アジア地域から年１～２回・年約６
０人の難民を受け入れ、定住を支援する。

 受入れは家族単位を基本とするが、単身者も受け入れる。
 第三国定住により受け入れた全ての第三国定住難民の家
族の呼び寄せを可能とし、定住を支援する。

閣議了解・難民対策連絡調整会議決定（６月）
（2019年）

令和２年度

（2014年）

（2015～2019年度）

世界的な新型コロナウイルス感染症による感染拡大の影響等に
より、受入れ時期を延期。（2020年度）

（第11陣）マレーシア第六陣（R4.3） ４世帯６名令和３年度
（2021年度）
令和４年度 （第12陣）マレーシア第七陣（R4.9） １６世帯２９名

（第13陣）マレーシア第八陣（R5.3） ２０世帯２１名

令和５年度
（2022年度）

（2023年度）
（第14陣）マレーシア第九陣（R5.9） １１世帯２６名
（第15陣）マレーシア第十陣（R6.3） ２１世帯２９名

（第16陣）マレーシア第十一陣（R6.9） １１世帯１８名
※うち家族呼び寄せ１名

（第17陣）マレーシア第十二陣（R7.3） ２世帯 ９名
※うち家族呼び寄せ１世帯２名

令和６年度

H22～R７年度
（2010～2025年度）

１３６世帯３３７名
を受入れ

H27～R７年度
（2015～2025年度）

１１８世帯２５１名
を受入れ

（2024年度）

第三国定住による難民の受入れ方針・実績

（第18陣）タイ家族呼び寄せ（R7.9） １世帯 ５名
※うち家族呼び寄せ１世帯 ５名

令和７年度

令和８年度

（2025年度）

（2026年度）

マレーシアからの推薦終わる

R7.4 推薦対象国をタイに変更
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